
 

 

平成２８年１１月定例教育委員会会議録 

鳴門市教育委員会１１月定例教育委員会は、１１月８日召集告示。 

１１月１５日１６時、市分庁舎教育委員会会議室で開会。 

同日１８時２４分閉会した。 

 出席者 

教育長 安田教育長 

委員 寺田委員 巽委員 加藤委員 小松委員 

事務局職員 大林教育次長 天満教育総務課長 西條教育総務課副課長 

その他職員 竹下学校教育課長 三栖生涯学習人権課長 小野木体育振興室長 

 傍聴者 

なし 

 会議は、教育長が議事を進行した。 

 議事の内容は次のとおりである。 

議案第４９号 教育長への臨時代理について 

 教育長は、１６時、１１月定例教育委員会の開会を宣した。 

 教育長は、会議録の朗読を事務局に求めた。 

西條教育総務課副課長は、１０月定例教育委員会の会議録を朗読した。 

 教育長は、会議録の承認について諮り、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案第４９号 教育長への臨時代理について、報告第４号 平成２８年

（不）第１号事案について、及び報告第５号 申立人からの準備書面の提出について

は教育委員会事務局職員の人事に関する議案であることから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により会議を非公開としたい旨提

案し、全委員異議なく承認した。 

 

 教育長は、協議事項 平成２８年度全国学力・学習状況調査結果について、本件調査

結果の活用及び公表等については、文部科学省「平成２８年度全国学力・学習状況調

査に関する実施要領」により、教育委員会の権限とされており、協議の結果によって

は、非公表とする内容が含まれるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第



 

 

１４条第７項ただし書の規定により会議を非公開としたい旨提案し、全委員異議なく

承認した。 

 教育長は、議案第４９号 教育長への臨時代理について、事務局に説明を求めた。 

天満教育総務課長は、鳴門市公平委員会による平成２８年（不）第１号事案につい

て、教育委員会の主張は、準備書面及び書証で提出しているが、今後申立人からの反

論に対し、鳴門市公平委員会の期日に応じて、鳴門市教育委員会として準備書面及び

書証を提出する必要があることから、教育長への臨時代理の承認を求めたい旨、説明

した。 

加藤委員は、臨時代理の制度について、質問した。 

天満教育総務課長は、教育長に委任することができない事務を、教育長が代理に行

い、次の教育委員会で報告する制度である旨、説明した。 

加藤委員は、議案名について疑問を述べた。 

天満教育総務課長は、議案名を改める旨、説明した。 

 （会議の内容については非公開） 

 教育長は、議案第４９号について議案名を「教育長への臨時代理の委任について」か

ら「教育長への臨時代理について」に改めた上で諮り、協議の結果、全委員異議なく

承認した。 

 教育長は、報告第４号 平成２８年（不）第１号事案について、事務局に説明を求め

た。 

天満教育総務課長は、本事案について、平成２８年１０月定例教育委員会以降の経

過及び、教育長が教育委員会を臨時に代理し、鳴門市公平委員会に対し、平成２８年

１１月８日付け、「証拠申出書に対する回答」を提出した旨、報告した。 

 （会議の内容については非公開） 

 教育長は報告第４号について承認を求め、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、報告第５号 申立人からの準備書面の提出について、説明を求めた。 

天満教育総務課長は、平成２８年１１月１１日付けで鳴門市公平委員会から、申立

人から提出された第２準備書面及び証拠説明書（甲１～甲２５号証）の写しの交付を

受けた旨説明した。 



 

 

 （会議の内容については非公開） 

 教育長は、協議事項 平成２８年度全国学力・学習状況調査結果について、事務局に

説明を求めた。 

竹下学校教育課長は、１０月定例教育委員会での意見を踏まえ修正した、平成２８

年度全国学力・学習状況調査の鳴門市の結果の概要と対応策の案について、説明した。 

 （会議の内容については非公開） 

 教育長は、１８時２４分、閉会を宣した。 

 その他の事項は次のとおりである。 

竹下学校教育課長は、平成２９年度徳島県公立高等学校の生徒募集定員について、

鳴門市の状況を説明した。（一般に公開されていない情報を含むため、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律 第１４条第７項ただし書の規定により、会議は非公開

とした。） 

竹下学校教育課長は、幼稚園で発生した事故に係る損害賠償請求について、説明し

た。（個人情報を含むため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第１４条第

７項ただし書の規定により、会議は非公開とした。） 

竹下学校教育課長は、新聞等で報道されている徳島県内の教職員の不祥事について、

説明した。（個人情報を含むため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第１

４条第７項ただし書の規定により、会議は非公開とした。） 

安田教育長は、１２月定例教育委員会を、１２月１６日１８時から開催することを、

確認した。 

小野木体育振興室長は、第６３回徳島駅伝に向けてのスケジュールの説明と、小学

生特別区間の鳴門市出場選手男子２名、女子２名を選出した旨、説明した。 

三栖生涯学習人権課長は、差別ビラが投げ込まれている事件と、その対策として啓

発ポスターやチラシの配布を行う旨、説明した。 


